
上記事項につきましては、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、
書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載して
おりません。
なお、本株主総会におきましては、書面交付請求の有無にかかわら
ず、株主の皆様に電子提供措置事項から上記事項を除いたものを記載
した書面を一律でお送りいたします。

第17回定時株主総会招集ご通知に際しての

電 子 提 供 措 置 事 項

新株予約権等に関する事項
業務の適正を確保するための体制及び
当該体制の運用状況の概要
連結計算書類

連結持分変動計算書
連結注記表

計算書類
株主資本等変動計算書
個別注記表

第17期（2025年１月１日から2025年12月31日まで）

株式会社Orchestra Holdings



新株予約権等に関する事項
１. 当事業年度末日に当社役員が有する職務執行の対価として交付された新株予約権等の内容の

概要
記載すべき重要な事項はありません。

２. 当事業年度中に当社使用人に対して職務執行の対価として交付された新株予約権等の内容の
概要
記載すべき重要な事項はありません。

３. その他新株予約権等に関する重要な事項
記載すべき重要な事項はありません。

－ 1 －



業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要
　当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制並びにその他業務の適
正を確保するために必要な体制（内部統制システム）を整備しております。なお、当社では、「内部統制シ
ステムの整備に関する基本方針」として、以下の内容を取締役会において決議しております。

① 当社並びに子会社（以下、「当社グループ」という。）の取締役、使用人の職務の執行が、法令及び定款
に適合することを確保するための体制
⒜ 当社は、当社グループの役職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、法令、就

業規則、コンプライアンス等に関する社内基準を設け、職制に基づいてこれらの周知及び実践的運用を
行う体制を構築する。

⒝ 当社は、「取締役会規程」を始めとする社内規程を制定し、取締役会に監査役が出席することを定め、
また、各取締役が相互に牽制することにより取締役の業務執行を監督する。

⒞ 当社は、コーポレートマネジメント部門をコンプライアンスの統括部署とし、法令遵守体制の構築を目
的として「コンプライアンス規程」を定め、当社グループの役職員の関係法令、社会規範及び社内諸規
程等の遵守、浸透を図る。あわせてグループ内における不正行為等を早期に発見するため、内部通報制
度を設けており、通報内容には適時適切に対応する。

⒟ 当社は、内部監査室を通して、当社グループにおける各部門及び各拠点を対象に、当社グループの役職
員の職務執行の適切性を確保するため、「内部監査規程」に基づき内部監査を実施する。また、同部門
は必要に応じて会計監査人と情報交換し、効率的な内部監査を実施する。

⒠ 当社は、「反社会的勢力との取引防止規程」及び「コンプライアンス規程」を設けており、社会の秩序
や安全に脅威を与える反社会的勢力や団体に対して毅然とした姿勢で臨むことを掲げ、反社会的勢力と
の関係排除に取り組むものとする。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　取締役会議事録、監査役会議事録、その他重要な書類等の取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理
は、文書管理規程、情報セキュリティ管理規程、個人情報保護規程、内部情報管理規程等に従い、文書また
は電磁的記録により、保存及び管理する。

③ 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　当社は、取締役会が当社グループ全体のリスク管理体制を構築する責任と権限を有し、これに従い当社各
部門及びグループ各社を管掌する取締役がリスク管理を行うとともに、内部通報制度を設けることによりリ
スク情報を一元的に管理し、多様なリスクを可能な限り未然に防止し、危機発生時は企業価値の毀損を極小
化するための体制を整備する。
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④ 当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
⒜ 当社は、定例取締役会を毎月１回開催し、法令及び定款が求める事項並びに当社及びグループ各社の重

要な政策事項などを決定するとともに、機動的に意思決定を行うため、臨時取締役会を開催するものと
し、適切な職務執行が行える体制を確保する。

⒝ 日常の職務の執行において、取締役会の決定に基づく職務の執行を効率的に行うため、業務分掌規程及
び職務権限規程等の社内諸規程に基づき、権限の委譲を行い、各レベルの責任者が意思決定ルールに則
り業務を分担する。

⑤ 当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正性を確保するための体制並びに子会社の取締役、執
行役、業務を執行する社員の職務の執行に係る事項の当社への報告体制
⒜ 当社は、当社グループ会社管理に関する基本事項を定めた関係会社管理規程を定める。
⒝ 当社は、関係会社管理規程に基づき、必要に応じて役員や使用人の派遣、議決権行使、グループ会社か
らの報告の受領並びに業務執行への指示等を行う。

⒞ 当社は、関係会社管理規程に基づき、グループ会社における重要事項を適時報告させる。

⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその
使用人の取締役からの独立性並びに監査役の当該使用人に対する指示の実効性確保に関する事項
⒜ 監査役の職務を補助すべき使用人は、必要に応じてその人員を確保する。
⒝ 当該使用人が監査役の職務を補助すべき期間中の指揮権は、監査役に委嘱されたものとし、その期間中

の当該使用人の人事評価については、監査役の同意を得るものとする。ただし、監査役を補助する使用
人を兼務する使用人は、監査役による指示業務を優先して従事するものとする。

⑦ 監査役への報告に関する体制、並びに報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受
けないことを確保するための体制
⒜ 当社グループの取締役及び使用人は、取締役会及びその他重要な会議において、または各監査役の要請

に応じて必要な報告及び情報提供を行う。
⒝ 監査役への報告・情報提供は以下のとおりとする。
・重要な機関決定事項
・経営状況のうち重要な事項
・会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
・内部監査状況及びリスク管理に関する重要事項
・重大な法令・定款違反
・内部通報窓口その他への相談、通報状況等
・その他、重要事項
　監査役へ報告を行った者について、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行わないものとす
る。
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⑧ 監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
　監査役が監査役及び監査役を補助する使用人の職務の執行について生じる前払いまたは債務の償還を請求
したときは、その必要が認められない場合を除き、原則として速やかにこれを処理する。

⑨ その他監査役の監査が効率的に行われることを確保するための体制
⒜ 当社は、監査役の業務の遂行にあたり、当社各部門及びグループ各社に立ち入り、重要な取引先等の調

査、また、弁護士、公認会計士等の外部専門家との連携を図れる環境の提供、その他の事項について監
査役が協力を求める場合は、可能な限り他の業務に優先して監査役に協力する。

⒝ 当社は、監査役が、取締役会を始め、重要な会議に出席することを妨げないものとする。
⒞ 監査役は、定期的に会計監査人から監査の状況報告を受けることにより、監査環境を整備し監査の有効

性、効率性を高める。

⑩ 財務報告の適正性を確保するための体制
　当社は、財務報告の適正性を確保するため、金融商品取引法及び関係法令に基づく内部統制報告制度を有
効かつ適切に運用するために、財務報告に係る内部統制の評価・報告体制を準備し、継続的に整備・運用評
価・有効性の確認を行い、必要があれば改善を行うものとする。

（業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要）
　当社は、上記に掲げた業務の適正を確保するための体制を整備しておりますが、当事業年度（2025年１月１
日から2025年12月31日まで）において、その基本方針に基づき以下の具体的な取組みを行っております。
⒜ 主な会議開催状況として、取締役会は1６回開催され、取締役の職務執行の適法性を確保しました。その

他、監査役会を１２回開催いたしました。
⒝ 監査役は、監査役会において定めた監査計画に基づき監査を行うとともに、当社代表取締役社長及び他の

取締役、会計監査人との間で意見交換会を実施し、情報交換等の連携を図っております。
⒞ 内部監査活動計画に基づき、当社の各部門の業務執行及び子会社の業務の監査、内部統制監査を実施いた
しました。
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連結持分変動計算書

親会社の所有者に帰属する持分
資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式

当 期 首 残 高 354,060 1,838,072 3,843,064 △300,043
当 期 利 益 816,839
そ の 他 の 包 括 利 益
当 期 包 括 利 益 合 計 － － 816,839 －
新 株 予 約 権 の 失 効 191
自 己 株 式 の 取 得 △249,906
配 当 金 △106,970
支 配 継 続 子 会 社 に 対 す る 持 分 変 動 △34,813

所 有 者 と の 取 引 額 等 合 計 － △34,813 △106,778 △249,906
当 期 末 残 高 354,060 1,803,258 4,553,125 △549,949

親会社の所有者に帰属する持分
非支配持分 資本合計その他の資本の

構成要素
親会社の所有者
に帰属する持分

合計
当 期 首 残 高 292,547 6,027,702 470,089 6,497,791
当 期 利 益 816,839 48,553 865,392
そ の 他 の 包 括 利 益 47,973 47,973 11 47,984
当 期 包 括 利 益 合 計 47,973 864,812 48,564 913,377
新 株 予 約 権 の 失 効 △191 － －
自 己 株 式 の 取 得 △249,906 △249,906
配 当 金 △106,970 △106,970
支 配 継 続 子 会 社 に 対 す る 持 分 変 動 △34,813 △5,186 △40,000
所 有 者 と の 取 引 額 等 合 計 △191 △391,690 △5,186 △396,877
当 期 末 残 高 340,328 6,500,823 513,467 7,014,291

(自2025年１月１日　至2025年12月31日)
(単位：千円)

－ 5 －



連結子会社の数 19社
主要な連結子会社の名称 株式会社デジタルアイデンティティ、株式会社Sharing Innovations、株式会

社ヴェス、株式会社Orchestra Investment、株式会社ワン・オー・ワン、株
式会社ぱむ、株式会社アールストーン、株式会社ランド・ホー、株式会社日本
技研プロフェッショナルアーキテクト

連結注記表

連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
１．連結計算書類の作成基準

　当社及び連結子会社（以下、「当社グループ」という。）の連結計算書類は、会社計算規則第120条第１
項の規定により、国際財務報告基準（以下、「IFRS会計基準」という。）に準拠して作成しております。た
だし、連結計算書類は同項後段の規定により、IFRS会計基準で求められる開示項目の一部を省略しておりま
す。

２．連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称

(2)　連結範囲の変更
　当連結会計年度から株式会社日本技研プロフェッショナルアーキテクトを連結の範囲に含めております。
これは当連結会計年度において、当社子会社の株式会社ヴェスが株式会社日本技研プロフェッショナルアー
キテクトの全株式を取得したためであります。

３．持分法の適用に関する事項
該当事項はありません。

４．連結子会社の事業年度等に関する事項
　子会社の決算日が当社グループの決算日と異なる場合には、連結決算日現在に実施した仮決算に基づく子
会社の財務諸表を使用し、連結を行っております。
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５．重要性がある会計方針
(1) 連結の基礎

子会社
　子会社とは、当社グループにより支配されている企業をいいます。当社グループがある企業への関与に
より生じる変動リターンに対するエクスポージャー又は権利を有し、かつ、当該企業に対するパワーによ
り当該リターンに影響を及ぼす能力を有している場合に、当社グループは当該企業を支配していると判断
しております。
　子会社の財務諸表は、当社グループが支配を獲得した日から支配を喪失する日まで、連結の対象に含め
ております。
　子会社が適用する会計方針が当社グループの適用する会計方針と異なる場合には、必要に応じて当該子
会社の財務諸表に調整を加えております。当社グループ間の債権債務残高及び内部取引高、並びに当社グ
ループ間の取引から発生した未実現損益は、連結計算書類の作成に際して消去しております。
　子会社の包括利益については、非支配持分が負の残高となる場合であっても、親会社の所有者と非支配
持分に帰属させております。
　子会社持分を一部処分した際、支配が継続する場合には、資本取引として会計処理しております。非支
配持分の調整額と対価の公正価値との差額は、親会社の所有者に帰属する持分として資本に直接認識され
ております。
　支配を喪失した場合には、支配の喪失から生じた利得又は損失は純損益で認識しております。

(2) 企業結合
　企業結合は取得法を用いて会計処理しております。取得対価は、被取得企業の支配と交換に譲渡した資
産、引き受けた負債及び当社が発行する持分金融商品の取得日の公正価値の合計として測定されます。の
れんは、移転された対価、被取得企業の非支配持分の金額、及び取得企業が従来保有していた被取得企業
の資本持分の公正価値の合計が、取得した識別可能な資産及び引き受けた負債の正味価額を上回る場合に
その超過額として測定しております。反対に下回る場合には、直ちに連結損益計算書において純損益とし
て計上しております。
　非支配持分を公正価値で測定するか、又は識別可能な純資産の認識金額の比例持分で測定するかについ
ては、企業結合ごとに選択しております。
　仲介手数料、弁護士費用、デュー・デリジェンス費用等の、企業結合に関連して発生する取引費用は、
発生時に費用処理しております。
　企業結合の当初の会計処理が、企業結合が発生した連結会計年度末までに完了していない場合は、完了
していない項目を暫定的な金額で報告しております。取得日時点に存在していた事実と状況を、取得日当
初に把握していたとしたら認識される金額の測定に影響を与えていたと判断される期間（以下「測定期
間」という。）に入手した場合、その情報を反映して、取得日に認識した暫定的な金額を遡及的に修正し
ております。新たに得た情報が、資産と負債の新たな認識をもたらす場合には、追加の資産と負債を認識
しております。測定期間は最長で１年間であります。
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　なお、支配獲得後の非支配持分の追加取得については、資本取引として会計処理しているため、当該取
引からのれんは認識しておりません。
　被取得企業における識別可能な資産及び引き受けた負債は、以下を除いて、取得日の公正価値で測定し
ております。
・繰延税金資産・負債及び従業員給付契約に関連する資産・負債
・使用権資産・リース負債
・被取得企業の株式に基づく報酬契約
・IFRS第５号「売却目的で保有する非流動資産及び非継続事業」に従って売却目的に分類される資産又
は処分グループ
　段階的に達成される企業結合の場合、当社グループが以前保有していた被取得企業の持分は支配獲得日
の公正価値で再測定し、発生した利得又は損失は純損益として認識しております。

(3) 外貨換算
①外貨建取引

　外貨建取引は、取引日の為替レートで当社グループの各社の機能通貨に換算しております。
　期末日における外貨建貨幣性資産及び負債は、期末日の為替レートで機能通貨に換算しております。公
正価値で測定される外貨建非貨幣性資産及び負債は、当該公正価値の算定日における為替レートで機能通
貨に換算しております。
　換算又は決済により生じる換算差額は、純損益として認識しております。ただし、在外営業活動体に対
する純投資のヘッジ手段として指定された金融商品、その他の包括利益を通じて測定される金融資産、及
びキャッシュ・フロー・ヘッジから生じる換算差額については、その他の包括利益として認識しておりま
す。

②在外営業活動体の財務諸表
　在外営業活動体の資産及び負債については期末日の為替レート、損益項目は、連結会計期間中の為替レ
ートが著しく変動していない限り、その期間の平均為替レートで換算されます。為替レートに著しい変動
がある場合には、取引日の為替レートが使用されます。在外営業活動体の財務諸表の換算から生じる換算
差額は、その他の包括利益として認識しております。在外営業活動体の換算差額は、在外営業活動体が処
分された期間に純損益として認識されます。

(4) 金融商品
①金融資産

（i）当初認識及び測定
　当社グループは、金融資産について、純損益又はその他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資
産、償却原価で測定する金融資産に分類しております。この分類は、当初認識時に決定しております。
　当社グループは、営業債権及びその他の債権を、これらの発生日に当初認識しております。その他の全
ての金融資産は、当社グループが当該金融資産の契約当事者となった取引日に当初認識しております。
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すべての金融資産は、純損益を通じて公正価値で測定される区分に分類される場合を除き、公正価値に取
引費用を加算した金額で測定しております。ただし、重大な金融要素を含んでいない営業債権は、取引価
格で測定しております。
　金融資産は、以下の要件をともに満たす場合には、償却原価で測定する金融資産に分類しております。
・契約上のキャッシュ・フローを回収するために資産を保有することを目的とする事業モデルに基づい
て、資産が保有されている。
・金融資産の契約条件により、元本及び元本残高に対する利息の支払のみであるキャッシュ・フローが特
定の日に生じる。
　償却原価で測定する金融資産以外の金融資産は、公正価値で測定する金融資産に分類しております。
　公正価値で測定する資本性金融資産については、純損益を通じて公正価値で測定しなければならない売
買目的で保有する資本性金融資産を除き、個々の資本性金融資産ごとに、当初認識時に事後の公正価値の
変動をその他の包括利益で表示するという取消不能の選択を行っており、その他の包括利益を通じて公正
価値で測定する金融資産に分類しております。
　償却原価で測定する金融資産又はその他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産以外の
金融資産は、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に分類しております。

（ii）事後測定
　金融資産の当初認識後の測定は、その分類に応じて以下のとおり測定しております。
(a）償却原価により測定する金融資産
　償却原価により測定する金融資産については、実効金利法による償却原価により測定し、利息は金融収
益の一部として純損益にて認識しております。
(b）公正価値により測定する金融資産
　公正価値により測定する金融資産の公正価値の変動額は純損益として認識しております。
　ただし、資本性金融資産のうち、その他の包括利益を通じて公正価値で測定すると指定したものについ
ては、公正価値の変動額はその他の包括利益として認識しております。なお、当該金融資産からの配当金
については、金融収益の一部として当期の純損益として認識しております。

（iii）金融資産の認識の中止
　当社グループは、金融資産からのキャッシュ・フローに対する契約上の権利が消滅する、又は当社グル
ープが金融資産の所有のリスクと経済価値のほとんどすべてを移転する場合において、金融資産の認識を
中止しております。当社グループが、移転した当該金融資産に対する支配を継続している場合には、継続
的関与を有している範囲において、資産と関連する負債を認識いたします。

（iv）金融資産の減損
　償却原価により測定する金融資産については、予想信用損失に対する貸倒引当金を認識しております。
当社グループは、期末日ごとに各金融資産に係る信用リスクが当初認識時点から著しく増加しているかど
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うかを評価しており、当初認識時点から信用リスクが著しく増加していない場合には、12ヶ月の予想信用
損失を貸倒引当金として認識しております。一方で、当初認識時点から信用リスクが著しく増加している
場合には、全期間の予想信用損失と等しい金額を貸倒引当金として認識しております。
　信用リスクが著しく増加しているか否かの評価を行う際には、期日経過情報のほか、当社グループが合
理的に利用可能かつ裏付け可能な情報（内部格付、外部格付等）を考慮しております。
　なお、金融資産に係る信用リスクが期末日現在で低いと判断される場合には、当該金融資産に係る信用
リスクが当初認識以降に著しく増大していないと評価しております。
　ただし、重大な金融要素を含んでいない営業債権及び契約資産については、信用リスクの当初認識時点
からの著しい増加の有無にかかわらず、常に全期間の予想信用損失と等しい金額で貸倒引当金を認識して
おります。
　予想信用損失は、契約に従って企業に支払われるべきすべての契約上のキャッシュ・フローと、企業が
受け取ると見込んでいるすべてのキャッシュ・フローとの差額の現在価値として測定しております。
　当社グループは、金融資産の予想信用損失を、以下のものを反映する方法で見積っております。
・一定範囲の生じ得る結果を評価することにより算定される、偏りのない確率加重金額
・貨幣の時間価値
・過去の事象、現在の状況及び将来の経済状況の予測についての、報告日において過大なコストや労力を
掛けずに利用可能な合理的で裏付け可能な情報
　著しい景気変動等の影響を受ける場合には、上記により測定された予想信用損失に、必要な調整を行う
こととしております。
　当社グループは、ある金融資産の全体又は一部分を回収するという合理的な予想を有していない場合に
は、金融資産の総額での帳簿価額を直接減額しております。
　金融資産に係る貸倒引当金の繰入額は、純損益で認識しております。貸倒引当金を減額する事象が生じ
た場合は、貸倒引当金戻入額を純損益で認識しております。

②金融負債
（i）当初認識及び測定
　当社グループは、金融負債について、純損益を通じて公正価値で測定する金融負債と償却原価で測定す
る金融負債に分類しております。この分類は、当初認識時に決定しております。
　当社グループは、発行した負債証券を、その発行日に当初認識しております。その他の金融負債は、全
て、当該金融商品の契約の当事者になる取引日に当初認識しております。
　すべての金融負債は公正価値で当初測定しておりますが、償却原価で測定する金融負債については、直
接帰属する取引費用を控除した金額で測定しております。

（ii）事後測定
　金融負債の当初認識後の測定は、その分類に応じて以下のとおり測定しております。
(a）純損益を通じて公正価値で測定する金融負債
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　純損益を通じて公正価値で測定する金融負債については、売買目的保有の金融負債と当初認識時に純損
益を通じて公正価値で測定すると指定した金融負債を含んでおり、当初認識後公正価値で測定し、その変
動については当期の純損益として認識しております。
(b）償却原価で測定する金融負債
　償却原価で測定する金融負債については、割引の効果の重要性が乏しい金融負債を除き、当初認識後実
効金利法による償却原価で測定しております。
　実効金利法による償却及び認識が中止された場合の利得及び損失については、金融費用の一部として当
期の純損益として認識しております。

（iii）金融負債の認識の中止
　当社グループは、金融負債が消滅したとき、すなわち、契約中に特定された債務が免責、取消し、又は
失効となった時に、金融負債の認識を中止しております。

③金融資産及び金融負債の表示
　金融資産及び金融負債は、当社グループが残高を相殺する法的権利を有し、かつ純額で決済するか又は
資産の実現と負債の決済を同時に行う意図を有する場合にのみ、連結財政状態計算書上で相殺し、純額で
表示しております。

(5) 現金及び現金同等物
　現金及び現金同等物は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の
変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資から構成さ
れております。

(6) 棚卸資産
　棚卸資産は、取得原価と正味実現可能価額のいずれか低い価額で測定しております。正味実現可能価額 
は、通常の事業過程における見積売価から、完成までに要する見積原価及び見積販売費用を控除した額で
あります。原価は、主として原価法および個別法による原価法に基づいて算定しており、購入原価、加工
費及び現在の場所及び状態に至るまでに要したすべての費用を含んでおります。

(7) 有形固定資産
　有形固定資産については、原価モデルを採用し、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控
除した価額で表示しております。取得原価には、資産の取得に直接関連する費用、解体・除去及び土地の
原状回復費用が含まれております。
　土地以外の有形固定資産は、それぞれの見積耐用年数にわたり、定額法で減価償却を行っております。
主要な資産項目ごとの見積耐用年数は以下のとおりであります。
・建物及び構築物 6－34年
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・工具器具及び備品 2－18年
　なお、見積耐用年数、残存価額及び減価償却方法は、各年度末に見直しを行い、変更があった場合は、
会計上の見積りの変更として将来に向かって適用しております。

(8) のれん
　当社グループは、のれんを取得日時点で測定した被取得企業に対する非支配持分の認識額を含む譲渡対
価の公正価値から、取得日時点における識別可能な取得資産及び引受負債の純認識額（通常、公正価値）
を控除した額として当初測定しております。
　のれんの償却は行わず、毎期及び減損の兆候が存在する場合にはその都度、減損テストを実施しており
ます。
　のれんの減損損失は連結損益計算書において認識され、その後の戻入れは行っておりません。
　また、のれんは連結財政状態計算書において、取得原価から減損損失累計額を控除した価額で表示して
おります。

(9) 無形資産
　個別に取得した無形資産は、当初認識時に取得原価で測定しております。企業結合で取得した無形資産
は、取得日現在における公正価値で測定しております。
　無形資産は、当初認識後、耐用年数を確定できない無形資産を除いて、それぞれの見積耐用年数にわた
って定額法で償却され、取得原価から償却累計額及び減損損失累計額を控除した価額で表示しておりま
す。主要な無形資産の見積耐用年数は以下のとおりであります。
・ソフトウェア  ５年
　なお、見積耐用年数、残存価額及び償却方法は、各年度末に見直しを行い、変更があった場合は、会計
上の見積りの変更として将来に向かって適用しております。

(10)リース
　当社グループは、契約の締結時に契約がリースであるか又はリースを含んでいるかを判定しておりま
す。契約が特定された資産の使用を支配する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する場合には、当
該契約はリースであるか又はリースを含んでいると判定しております。
　契約がリースであるか又はリースを含んでいると判定した場合、リース開始日に使用権資産及びリース
負債を認識しております。リース負債は未払リース料総額の現在価値で測定し、使用権資産は、リース負
債の当初測定の金額に、開始日以前に支払ったリース料等、借手に発生した当初直接コスト及びリースの
契約条件で要求されている原状回復義務等のコストを調整した取得原価で測定しております。
　当初認識後は、使用権資産は耐用年数とリース期間のいずれか短い年数にわたって、定額法で減価償却
を行っております。リース負債は、リース負債に係る金利、支払われたリース料及び該当する場合にはリ
ース負債の見直しまたはリースの条件変更を反映する金額で事後測定しております。
　リース料は、利息法に基づき金融費用とリース負債の返済額に配分し、金融費用は連結損益計算書にお
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いて認識しております。
　ただし、リース期間が12ヶ月以内の短期リース及び原資産が少額のリースについては、使用権資産及び
リース負債を認識せず、リース料をリース期間にわたって、定額法又は他の規則的な基礎のいずれかによ
り費用として認識しております。

(11)非金融資産の減損
　棚卸資産及び繰延税金資産を除く当社グループの非金融資産の帳簿価額は、期末日ごとに減損の兆候の
有無を判断しております。減損の兆候が存在する場合は、当該資産の回収可能価額を見積っております。
のれん及び耐用年数を確定できない、又は未だ使用可能ではない無形資産については、減損の兆候の有無
にかかわらず回収可能価額を毎年同じ時期に見積っております。
　資産又は資金生成単位の回収可能価額は、使用価値と処分コスト控除後の公正価値のうちいずれか高い
方の金額としております。使用価値の算定において、見積将来キャッシュ・フローは、貨幣の時間的価値
及び当該資産に固有のリスクを反映した税引前割引率を用いて現在価値に割引いております。減損テスト
において個別にテストされない資産は、継続的な使用により他の資産又は資産グループのキャッシュ・イ
ンフローから、概ね独立したキャッシュ・インフローを生成する最小の資金生成単位に統合しておりま
す。のれんの減損テストを行う際には、のれんが配分される資金生成単位を、のれんが関連する最小の単
位を反映して減損がテストされるように統合しております。企業結合により取得したのれんは、結合のシ
ナジーが得られると期待される資金生成単位に配分しております。
　当社グループの全社資産は、独立したキャッシュ・インフローを生成いたしません。全社資産に減損の
兆候がある場合、全社資産が帰属する資金生成単位の回収可能価額を決定しております。
　減損損失は、資産又は資金生成単位の帳簿価額が見積回収可能価額を超過する場合に純損益として認識
しております。資金生成単位に関連して認識した減損損失は、まずその単位に配分されたのれんの帳簿価
額を減額するように配分し、次に資金生成単位内のその他の資産の帳簿価額を比例的に減額しておりま
す。
　のれんに関連する減損損失は戻入れておりません。その他の資産については、過去に認識した減損損失 
は、毎期末日において損失の減少又は消滅を示す兆候の有無を評価しております。回収可能価額の決定に
使用した見積りが変化した場合は、減損損失を戻入れております。減損損失は、減損損失を認識しなかっ
た場合の帳簿価額から必要な減価償却費及び償却額を控除した後の帳簿価額を上限として戻入れておりま
す。

(12)従業員給付
①　退職後給付
（i）確定拠出型年金制度
　連結子会社の一部は、従業員の退職給付に充てるため、確定拠出制度を採用しています。「中小企業退
職金共済法」に基づき設けられた中小企業退職金共済制度に加入し、退職給付費用の全額を独立行政法人
勤労者退職金共済機構へ掛金として拠出しております。
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（ii）確定給付型年金制度
　連結子会社の一部は、確定給付型年金制度を採用しております。確定給付型年金制度の義務の現在価値
及び勤務費用は、予測単位積増方式を用いて制度ごとに算定しております。割引率は、将来の毎年度の給
付支払見込日までの期間を基に割引期間を設定し、割引期間に対応した期末日時点の優良社債の市場利回
りに基づき算定しております。確定給付型年金制度に係る負債又は資産は、確定給付型年金制度の義務の
現在価値から制度資産の公正価値を控除して算定しており、確定給付型年金制度から生じる再測定額は、
数理計算上の差異、制度資産に係る収益（利息を除く）及び資産上限額の影響の変動から構成され、発生
した期においてその他の包括利益として一括で認識し、直ちに「その他の資本の構成要素」から「利益剰
余金」に振り替えております。また、過去勤務費用は、発生した期の純損益として処理しております。

②　その他の従業員制度
　短期従業員給付については、割引計算は行わず、関連するサービスが提供された時点で費用として計上
しております。賞与及び有給休暇費用については、それらを支払う法的もしくは推定的債務を負ってお
り、かつその金額について信頼性のある見積もりが出来る場合に、それらの制度に基づいて支払われると
見積もられる額を負債として認識しております。

(13)株式に基づく報酬
　当社は、持分決済型の株式に基づく報酬制度として、ストック・オプション制度を採用しております。
ストック・オプションは、付与日における公正価値によって見積り、最終的に権利確定すると予想される
ストック・オプションの数を考慮した上で、権利確定期間にわたって費用として連結損益計算書において
認識し、同額を連結財政状態計算書において資本の増加として認識しております。付与されたオプション
の公正価値は、オプションの諸条件を考慮し、ブラック・ショールズ・モデル等を用いて算定しておりま
す。また、条件については定期的に見直し、必要に応じて権利確定数の見積りを修正しております。

(14)引当金
　引当金は、過去の事象の結果として、当社グループが、現在の法的又は推定的債務を有しており、当該
債務を決済するために経済的資源の流出が生じる可能性が高く、当該債務の金額について信頼性のある見
積りができる場合に認識しております。貨幣の時間的価値が重要な場合には、見積将来キャッシュ・フロ
ーを貨幣の時間的価値及び当該負債に特有のリスクを反映した税引前の利率を用いて現在価値に割引いて
おります。時の経過に伴う割引額の割戻しは金融費用として認識しております。

(15)収益
　当社グループでは、IFRS第９号「金融商品」に基づく利息及び配当収益等を除く顧客との契約につい
て、以下のステップを適用することにより、収益を認識しております。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
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ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：取引価格を契約における履行義務に配分する。
ステップ５：履行義務の充足時に（又は充足するにつれて）収益を認識する。

① デジタルトランスフォーメーション事業
　デジタルトランスフォーメーション事業では、顧客に対して、主に準委任契約、派遣契約において、技
術者の時間稼働による技術提供のサービスを提供し、主に請負契約において、成果物の納品によって技術
提供のサービスを提供しております。準委任契約、派遣契約から生じる履行義務は、契約期間内の労働時
間の経過により充足されるものであることから、一定の期間にわたり収益を認識しております。請負契約
から生じる履行義務は、技術提供に応じて一定の期間にわたり履行義務が充足されるものであることか
ら、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。また、契約における取引開始日から
完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い場合は、顧客による検収が完了した時
点で収益を認識しております。

② デジタルマーケティング事業
　デジタルマーケティング事業は、主に運用型広告等と制作・SEO等からなります。運用型広告等におけ
る主な履行義務は、顧客との業務委託契約に基づいて、リスティング広告の配信・運用を行うことです。
当該履行義務は運用期間にわたって充足されるため、顧客との各契約条件に応じて収益を認識していま
す。制作・SEO等における主な履行義務は、顧客からの発注に基づいた納品物を納品することです。納品
物を顧客に納品した時点で、履行義務を充足したものとして収益を認識しております。

③ IP・エンタメ事業
　ＩＰ・エンタメ事業では、主にゲーム開発事業としてコンシューマ向けゲームソフト、スマートフォン
等のモバイル端末向けゲームアプリ、その他デジタルコンテンツに関する企画、開発、運営をパブリッシ
ャー（顧客）から受託しており、主な履行義務の内容および当該履行義務を充足する通常の時点（収益を
認識する通常の時点）は、以下のとおりであります。なお、取引の対価は履行義務を充足してから１年以
内に回収しているため、重大な金融要素の調整は行っておりません。
(a) ゲームソフト、ゲームアプリ、その他デジタルコンテンツの受託開発
　開発の進捗によって履行義務が充足されると判断しており、支配が一定期間にわたり移転することか
ら、履行義務の進捗に応じて収益を認識しております。
(b) リリースされたゲームの保守・運営サービス
　保守・運営サービスについては、日常的又は反復的なサービスであり、契約に基づき顧客にサービスが
提供される時間の経過に応じて履行義務が充足されると判断しているため、役務を提供する期間にわたり
約束された金額を収益として認識しております。
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(16)金融収益及び金融費用
　金融収益は、主として受取利息、受取配当金、為替差益及び純損益を通じて公正価値で測定する金融資
産の公正価値の変動等から構成されております。受取利息は、実効金利法により発生時に認識しておりま
す。受取配当金は、配当を受取る権利が確定した時点で認識しております。
　金融費用は、主として支払利息、為替差損、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の公正価値の
変動等から構成されております。支払利息は、実効金利法により発生時に認識しております。

(17)法人所得税
　法人所得税費用は、当期税金及び繰延税金から構成されております。これらは、その他の包括利益又は
資本に直接認識される項目から生じる場合、及び企業結合から生じる場合を除き、純損益として認識して
おります。
　当期税金は、税務当局に対する納付又は税務当局からの還付が予想される金額で測定しております。税
額の算定に使用する税率及び税法は、期末日までに制定又は実質的に制定されているものであります。
繰延税金は、期末日における資産及び負債の税務基準額と会計上の帳簿価額との差額である一時差異、繰
越欠損金及び繰越税額控除に対して認識しております。
　繰延税金資産は、将来減算一時差異、繰越欠損金及び繰越税額控除について、それらを利用できる課税
所得が生じる可能性が高い範囲で認識し、繰延税金負債は、原則としてすべての将来加算一時差異につい
て認識しております。
　なお、以下の一時差異に対しては、繰延税金資産及び負債を計上しておりません。
・のれんの当初認識から生じる将来加算一時差異
・企業結合取引ではなく、取引時に会計上の利益にも税務上の課税所得（欠損金）にも影響を与えず、か
つ、取引時に同額の将来加算一時差異と将来減算一時差異とを生じさせない取引から発生する資産及び負
債の当初認識により生じる一時差異
・子会社、関連会社に対する投資及び共同支配企業に対する持分に係る将来減算一時差異に関しては、予
測可能な将来に当該一時差異が解消しない可能性が高い場合、又は当該一時差異の使用対象となる課税所
得が稼得される可能性が低い場合
・子会社、関連会社に対する投資及び共同支配企業に対する持分に係る将来加算一時差異に関しては、一
時差異の解消する時期をコントロールすることができ、予測可能な期間内に当該一時差異が解消しない可
能性が高い場合
　繰延税金資産の帳簿価額は毎期見直され、繰延税金資産の全額又は一部が使用できるだけの十分な課税
所得が稼得されない可能性が高い部分については、帳簿価額を減額しております。未認識の繰延税金資産
は毎期見直され、将来の課税所得により繰延税金資産が回収される可能性が高くなった範囲内で認識して
おります。
　繰延税金資産及び負債は、期末日において制定されている、又は実質的に制定されている税率及び税法
に基づいて、資産が実現する期間又は負債が決済される期間に適用されると予想される税率及び税法によ
って測定しております。
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　繰延税金資産及び負債は、当期税金資産と当期税金負債を相殺する法律上強制力のある権利を有してお
り、かつ同一の税務当局によって同一の納税主体に課されている場合又は別々の納税主体であるものの当
期税金負債と当期税金資産とを純額で決済するか、あるいは資産の実現と負債の決済を同時に行うことを
意図している場合に相殺しております。

(18)１株当たり利益
　基本的１株当たり当期利益は、親会社の普通株主に帰属する当期損益を、その期間の自己株式を調整し
た発行済普通株式の加重平均株式数で除して計算しております。希薄化後１株当たり当期利益は、希薄化
効果を有するすべての潜在株式の影響を調整して計算しております。

(19)売却目的で保有する資産
　継続的な使用ではなく、主に売却取引により回収される非流動資産又は処分グループのうち、１年以内
で売却する可能性が非常に高く、かつ現在の状態で即時に売却可能で、当社グループの経営者が売却を確
約している場合には、売却目的保有に分類しております。
　売却目的保有に分類された非流動資産（又は処分グループ）は、帳簿価額と売却コスト控除後の公正価
値のいずれか低い金額で測定しており、売却目的保有に分類された後は減価償却又は償却を行っておりま
せ ん。

(20)資本
①普通株式
　当社が発行した普通株式は、発行価額を資本金及び資本剰余金に計上し、直接発行費用は関連する税効
果を控除後に資本剰余金から控除しております。

②自己株式
　自己株式は取得原価で評価され、資本から控除しております。当社の自己株式の購入、売却又は消却に
おいて利得又は損失は認識しておりません。なお、帳簿価額と売却時の対価との差額は資本として認識し
ております。
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会計上の見積りに関する注記
　連結計算書類の作成において、経営者は、会計方針の適用並びに資産、負債、収益及び費用の報告額に影響
を及ぼす判断、見積り及び仮定の設定を行っております。会計上の見積りの結果は、実際の結果とは異なる場
合があります。
　見積り及びその基礎となる仮定は継続して見直されます。会計上の見積りの見直しによる影響は、その見積
りを変更した連結会計年度と将来の連結会計年度において認識されます。
　連結会計年度及び翌連結会計年度において、見積り及び仮定のうち、当社グループの連結計算書類で認識す
る金額に重要な影響を与える見積り及び仮定は、以下のとおりであります。

非金融資産の減損の認識及び測定
　当社グループは、報告期間の末日において、有形固定資産、無形資産、のれん等の非金融資産が減損して
いる可能性を示す兆候の有無を確認しています。減損の兆候が存在する場合、当該資産の回収可能価額を見
積っています。のれん、耐用年数を確定できない無形資産及び未だ使用可能でない無形資産については、減
損の兆候の有無に関わらず、毎年、回収可能価額を見積っています。回収可能価額の算定にあたっては、将
来キャッシュ・フローや割引率等について一定の仮定を設定しています。これらの仮定は、経営者の最善の
見積りと判断により決定していますが、将来の経済条件や事業計画等の変化によって影響を受ける可能性が
あり、見直しが必要となった場合、連結計算書類に重要性のある影響を与える可能性があります。
　このうち、IP・エンタメセグメントに属する株式会社ランド・ホーに関して、ゲーム開発案件の受注難易
度が上がっており、また一部の運営受託案件の契約が継続されなかったことから、当連結会計年度に減損テ
ストを実施しました。
　減損テストの結果、回収可能価額は帳簿価額を958,000千円上回っており、仮に減損テストに使用した主
要な仮定が合理的に予測可能な範囲で変化したとしても、回収可能価額が帳簿価額を下回る可能性は低いと
判断しているため、減損損失を認識していません。なお、当連結会計年度の連結計算書類に計上した同資金
生成単位の有形固定資産及びのれんの金額は、それぞれ6,951千円、551,473千円です。
　減損テストにおける回収可能価額は、承認された事業計画を基礎として測定した使用価値に基づき算定し
ています。使用価値は、過去の経験及び外部からの情報を反映し、経営者が承認した事業計画と成長率を基
礎としたキャッシュ・フローの見積額を、当該資金生成単位の税引前加重平均資本コストを基礎とした割引
率により現在価値に割引いて算定しています。キャッシュ・フローの見積額は、資金生成単位の5ヵ年の中
期計画にもとづいて作成され、予測期間最終年度後のターミナル・バリューは、永続成長率を使用して決定
されています。成長率は1.5％、割引率は8.1％としております。将来キャッシュ・フローの見積りには、売
上高の前提となる従業員数、従業員一人当たり売上高及び人件費上昇率等の多くの仮定が含まれています。
人件費上昇率については５％としており（参照資料：2025年8月1日公表　厚労省　「民間主要企業におけ
る春季賃上げ状況の推移」）、当社事業の特性上人件費率が高いことから、事業計画上は全体のコスト上昇
率を５％と設定しております。
　これらの仮定や割引率に変動が生じた場合は、翌連結会計年度の連結計算書類において、当該資産の帳簿
価額が回収されないと判断され、減損損失が生じる可能性があります。
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売 却 目 的 保 有 資 産 ( 注 ) 177,000千円

売 却 目 的 で 保 有 す る 資 産
に 直 接 関 連 す る 負 債 （ 注 ） 43,030千円

2 . 有 形 固 定 資 産 の 減 価 償 却
     累 計 額 及 び 減 損 損 失 累 計 額 185,101千円

連結財政状態計算書に関する注記
１．借入金の担保に供している資産は以下のとおりです。

（注）債務の担保に供している資産は、当社の連結子会社が保有する賃貸用のマンションになります。
対応する債務は以下のとおりです。

（注）売却目的で保有する資産に直接関連する負債は借入金になります。

３．資産から直接控除した貸倒引当金
営業債権及びその他の債権　　　　11,455千円
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普通株式 10,034,200株

決議 株式の種類 配当金の総額 1株当たり
配当額 基準日 効力発生日

2025年３月26日
定時株主総会 普通株式 106,970千円 11円 2 0 2 4 年

1 2 月 3 1 日
2 0 2 5 年
３ 月 2 7 日

決議予定 株式の種類 配当の原資 配当金の総額 1株当たり
配当額 基準日 効力発生日

2026年３月26日
定時株主総会 普通株式 利益剰余金 113,206千円 12円 2 0 2 5 年

1 2 月 3 1 日
2 0 2 6 年
３ 月 2 7 日

連結持分変動計算書に関する注記
１．当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

２．配当に関する事項
①配当金支払額等

②基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの

３．当連結会計年度末の新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く）の目的となる株式の
種類及び数
普通株式　　　　324,920株
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金融商品に関する注記
１．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針
　当社グループは、必要な資金（銀行借入）を調達しております。一時的な余資は安全性の高い金融資産
で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。デリバティブ取引は行わない方
針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
　営業債権である受取手形、売掛金及び契約資産は、顧客の信用リスクに晒されております。
　投資有価証券は、株式または投資事業組合への出資であり市場価格の変動リスク、為替の変動リスクに
さらされております。また、非上場株式においては当該企業の財政状態の悪化に伴う減損のリスクにさら
されております。
　営業債務である買掛金は、１年以内の支払期日であります。
　借入金は、主に運転資金や投資計画に係る資金調達であり、流動性リスクに晒されております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク（取引先の債務不履行等に係るリスク）の管理
　当社グループは、与信管理規程に従い、営業債権について主要な取引先の状況を定期的にモニタリング
し、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や
軽減を図っております。

② 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理
　各部署からの報告に基づき適時に資金計画を作成・更新するとともに、手元流動性の維持などにより流
動性リスクを管理しております。

③ 市場リスクの管理
　投資有価証券については、定期的に発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、取引先企業との関係
を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

(4) 金融商品の公正価値等に関する事項についての補足説明
　金融商品の公正価値には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された
価額が含まれております。当該価額の算定においては、変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件
等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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帳簿価額 公正価値
借入金（１年内返済予定を含む） 3,144,739 3,078,729

２．金融商品の公正価値等に関する事項
　金融商品の公正価値を、公正価値の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つの
レベルに分類しております。

レベル１：活発な市場における同一の資産又は負債の市場価格（無調整）
レベル２：レベル１以外の、観察可能な価格を直接又は間接的に使用して算出された公正価値
レベル３：観察不能なインプットを含む評価技法から算出された公正価値

①公正価値の算定方法
金融商品の公正価値の算定方法は以下のとおりであります。
(a)現金及び現金同等物、営業債権及びその他の債権、その他の流動資産、営業債務及びその他の債務、
その他の流動負債は短期間で決済されるため、公正価値は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額
によっております。

(b)その他の金融資産、その他の金融負債
上場株式の公正価値については、期末日の市場価格によって算定しております。非上場株式の公正価値に
ついては、主として割引将来キャッシュ・フローに基づく評価技法等により算定しております。

(c)借入金
短期借入金は、短期間で決済されるため、公正価値は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によ
っております。長期借入金のうち変動金利によるものは、短期間で市場金利が反映されるため、公正価値
は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。長期借入金のうち固定金利によるも
のは、将来キャッシュ・フローを新規に同様の契約を実行した場合に想定される利率で割り引いた現在価
値により算定しております。

②償却原価で測定する金融商品
償却原価で測定する金融商品の帳簿価額と公正価値は以下のとおりであります。
なお、長期借入金以外の金融商品については、帳簿価額が公正価値に近似しているため、注記の対象から
除外しております。

（単位：千円）

借入金の公正価値は、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引く方法で算
定しており、公正価値のヒエラルキーはレベル２に該当します。
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レベル1 レベル２ レベル３ 合計
金融資産
　純損益を通して公正価
値で測定する金融資産 － － 200,682 200,682
　その他の包括利益を通
じて公正価値で測定する
資本性金融資産 750,503 － 268,451 1,018,955

③公正価値で測定する金融商品
公正価値で測定する金融商品の公正価値ヒエラルキーは以下のとおりであります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

　（注）レベル間の振替はありません。

④評価プロセス
レベル３に分類された金融商品については、経営管理部門責任者により承認された評価方針及び手続きに
従い、外部の評価専門家又は適切な評価担当者が評価及び評価結果の分析を実施しております。評価結果
は経営管理部門責任者によりレビューされ、承認されております。

⑤レベル３に分類された金融商品の公正価値測定に関する情報
レベル３に分類された金融商品は、非上場株式及び出資金等であり、直近の取引価格に基づく評価技法等
を用いて測定しております。
レベル３に分類された金融商品については、適切な権限者に承認された公正価値測定の評価方針及び手続
に従い、評価担当者が評価及び評価結果の分析を実施しております。評価結果は適切な責任者によりレビ
ューされ承認されております。
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純損益を通して公正価
値で測定する金融資産

その他の包括利益を通
じて公正価値で測定す
る資本性金融資産

期首残高 175,763 262,301
純損益 （注）1. △1,081 －
その他の包括利益 － 4,150
購入 26,000 2,000
期末残高 200,682 268,451

土地 143,580
建物 33,419
合計 177,000

⑥レベル３に分類された金融商品の期首残高から期末残高への調整表
レベル３に分類された金融商品の期首から期末までの変動は以下のとおりであります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

（注）１．連結損益計算書の「その他の費用」に含まれております。

売却目的で保有する資産に関する注記
売却目的で保有する資産の内訳は以下のとおりであります。
　　　　　　（単位：千円）

　売却目的で保有する資産は、当社の連結子会社が保有する賃貸用マンションに係るものであります。
　当該資産については、当該連結子会社を連結子会社化した時期において、当該資産の保有意義の検証を行っ
た結果、当該資産の保有意義が乏しいと判断し、当社グループの経営者が売却の意思決定をしております。
　なお当該資産については当該売却計画に基づき過年度より順次売却を進めておりますが、当連結会計年度末
においても売却は完了していません。当連結会計年度末においても購入希望者との交渉中であるため、１年以
内に売却が完了する可能性が非常に高いと判断し、引き続き売却目的で保有する資産に分類しております。
　また、売却費用控除後の公正価値（売却予定価格）が帳簿価額を上回っているため、当該資産は帳簿価額に
より測定しております。
　公正価値は売却予定価格を基礎として算定しており、公正価値ヒエラルキーはレベル３に分類しておりま
す。
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（単位：千円）

報告セグメント
その他
（注） 合計デジタルト

ランスフォ
ーメーショ

ン事業

デジタル
マーケティ
ング事業

IP・エンタ
メ事業 計

売上収益
クラウドインテグレーシ
ョン 593,558 593,558 593,558

システムソリューション 6,714,872 6,714,872 6,714,872
運用型広告等 2,101,052 2,101,052 2,101,052
制作・SEO等 3,585,341 3,585,341 3,585,341
ゲーム開発・運営受託 1,158,792 1,158,792 1,158,792
その他 215,868 575,155 791,024 823,543 1,614,567
合計 7,524,299 5,686,394 1,733,947 14,944,641 823,543 15,768,184

収益認識に関する注記
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、タレントマネジメントシステ
ムの開発・販売、人材紹介事業等が含まれております。

2．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「連結計算書類の作成のための基本と
なる重要な事項に関する注記等　５．重要性がある会計方針　(15)収益」に記載のとおりであります。
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（単位：千円）

当連結会計年度末

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 3,133,876

顧客との契約から生じた債権（期末残高） 3,061,093

契約資産（期首残高） 10,820

契約資産（期末残高） 83,945

契約負債（期首残高） 100,240

契約負債（期末残高） 128,233

１株当たり親会社所有者帰属持分 688円　95銭
基本的１株当たり当期利益 84円　92銭

3．当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
(1) 契約資産および契約負債の残高等

　契約資産は、一定の期間にわたり収益を認識する場合に進捗度の測定に基づいて認識した
収益にかかる未請求売掛金であり、連結財政状態計算書上、営業債権及びその他の債権に含
まれております。契約資産は、顧客の検収時に顧客との契約から生じた債権へ振り替えてお
ります。
　契約負債は主に、各事業におけるサービスの提供前に顧客から受け取った対価であり、連
結財政状態計算書上、その他の流動負債に含まれております。契約負債は履行義務を充足し
た時点で収益に振り替えております。
　当連結会計年度に認識された収益のうち、期首現在の契約負債の残高に含まれていた金額
に重要性はありません。

(2) 残存履行義務に配分した取引価格
　当社グループにおいて、当初に予想される契約期間が１年を超える重要な取引はありません。また、顧客
との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。

１株当たり情報に関する注記
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企業結合に関する注記
株式会社日本技研プロフェッショナルアーキテクト
１．企業結合の概要
　当社は、2024年12月26日開催の取締役会において、当社子会社である株式会社ヴェスが、以下のとおり、
株式会社日本技研プロフェッショナルアーキテクトの株式を取得し、子会社化することについて決議し、同日
付で株式譲渡契約を締結し、2025年１月30日付で全株式を取得いたしました。

(1) 被取得企業の名称及びその事業の内容
被取得企業の名称：株式会社日本技研プロフェッショナルアーキテクト
事業の内容　　　：Web系システムや基幹システム、スマホアプリなどのソフトウェア開発を行うSES
事業

(2) 企業結合を行った主な理由
顧客基盤や人的リソースを共有し、新たな顧客ニーズへ対応していくことで、DX事業全体としての成
長を加速させることを目的としております。

(3) 企業結合日
2025年１月30日

(4) 企業結合の法的形式
現金を対価とする株式取得

(5) 結合後企業の名称
変更はありません。

(6) 取得した議決権比率
100％

(7) 取得企業を決定するに至った主な根拠
当社子会社である株式会社ヴェスが現金を対価として株式を取得したことによるものです。
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（単位：千円）
支払対価の公正価値 993,835

取得資産・引受負債の公正価値

流動資産 333,553

非流動資産 301,254

流動負債 △139,866

非流動負債 △254,841

のれん 753,735

合計 993,835

２．取得日現在における取得資産、引受負債及び支払対価の公正価値

　のれんは、個別に認識要件を満たさない、今後の事業展開によって期待される将来の超過収益力及び既
存事業とのシナジーを反映したものであります。また、認識したのれんは、税務上損金算入が見込まれる
ものではありません。なお、当該企業結合に係る関連費用として、54,100千円を「販売費及び一般管理
費」に計上しております。

重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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株主資本等変動計算書

株主資本

資 本 金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本
合 計資本準備金 資本剰余金

合 計

その他利益
剰 余 金 利益剰余金

合 計繰越利益
剰 余 金

当期首残高 354,060 281,315 281,315 1,308,418 1,308,418 △300,043 1,643,750
当期変動額
剰余金の配当 － △106,970 △106,970 △106,970
自己株式の取得 － － △249,906 △249,906
当期純損失 － △86,285 △86,285 △86,285

株 主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ） － － －

当期変動額合計 － － － △193,255 △193,255 △249,906 △443,162
当期末残高 354,060 281,315 281,315 1,115,162 1,115,162 △549,949 1,200,588

新株予約権 純資産合計

当期首残高 191 1,643,942
当期変動額
剰余金の配当 △106,970
自己株式の取得 △249,906
当期純損失 △86,285

株 主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ） △191 △191

当期変動額合計 △191 △443,354
当期末残高 － 1,200,588

(自2025年１月１日　至2025年12月31日)
(単位：千円)
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建物 3～24年
工具、器具及び備品 3～15年

個別注記表

重要な会計方針に係る事項に関する注記
１．資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式・・・・移動平均法による原価法

２．固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産

　定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに
2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
　なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

(2) 無形固定資産
　定額法を採用しております。
　なお、ソフトウエア(自社利用)については、社内における利用可能期間(５年)に基づいております。

３．引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 関係会社事業損失引当金
　関係会社における事業損失等に備えるため、関係会社の財政状態等を勘案し、今後の損失負担見込額を
計上しております。

４．重要な収益及び費用の計上基準
　当社の主な収益は、子会社からの経営指導料及び業務受託収入（以下、「経営指導料等」という）となり
ます。経営指導料等においては、子会社への契約内容に応じた経営指導及び受託業務を提供することが履行
義務であり、業務が実施された時点で当社の履行義務が充足されることから、当該時点で収益及び費用を認
識しております。
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会計方針の変更に関する注記
　当事業年度の期首より、「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年
10月28日）、「包括利益の表示に関する会計基準」（企業会計基準第25号 2022年10月28日）及び「税効果
会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日）を適用しております。
なお、当該会計基準等の適用による計算書類に与える影響はありません。

会計上の見積りに関する注記
関係会社株式及び関係会社貸付金の評価
当事業年度の計算書類に計上した金額及びその他の情報
(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額

関係会社株式            3,875,645千円
関係会社短期貸付金   2,183,209千円
関係会社長期貸付金        31,160千円
貸倒引当金繰入額           98,052千円
上記のうち、株式会社ランド・ホーの関係会社株式の帳簿価額は680,708千円です。

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　関係会社株式のうち、株式会社ランド・ホーの株式は市場価格のない株式であり、帳簿価額には取得し
た時点で見込んだ超過収益力が反映されております。関係会社株式は、取得原価をもって貸借対照表価額
としており、実質価額が著しく低下した場合には、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を
除いて、相当の減額を行い、評価差額は当事業年度の損失として処理を行います。また、関係会社が債務
超過の状況にある場合、関係会社貸付金は個別に回収可能性を評価し、債務超過額を基礎として回収不能
見積額に対して引当処理を行います。
　回復可能性が十分な証拠によって裏付けられるかどうかの判断は、当該関係会社の事業計画に基づく将
来キャッシュ・フローを基礎としており、その主要な仮定については、「連結計算書類　連結計算書類の
作成のための基本となる重要な事項に関する注記等　会計上の見積に関する注記　非金融資産の減損の認
識及び測定」に記載した内容と同一であります。
　事業計画に含まれる主要な仮定は見積りの不確実性が高く、これらの主要な仮定に変更が生じた場合に
は、当初見込んでいた収益が得られず、翌事業年度における関係会社株式の評価に重要な影響を与える可
能性があります。
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１．有形固定資産の減価償却累計額 23,099千円

①短期金銭債権
②短期金銭債務

257,943千円
261,540千円

営業取引による取引高
営業収益

営業取引以外の取引高
1,287,417千円

135,455千円

貸借対照表に関する注記

２．関係会社に対する金銭債権、債務（区分表示したものを除く）

損益計算書に関する注記
関係会社との取引高

株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度の末日における自己株式の種類及び数
　普通株式　　　　　　　　　　　　　600,332株

税効果会計に関する注記
(1) 繰延税金資産の発生の主な原因

繰延税金資産の発生の主な原因はオフィスのフリーレント、未払事業税であります。
(2) 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

　「防衛特別法人創設法」（2025年法律第12号）及び「防衛特別法人税付加措置法」（2025年法律第13
号）が2025年３月31日に国会で成立し、2026年４月１日以降に開始する事業年度から法人税額に対して
４％の付加税が課されることとなりました。これに伴い、当社が将来の繰延税金資産及び繰延税金負債の
算定に使用する法定実効税率は、現行の30.6％から変更される見込みですが、その影響額は軽微であると
判断しております。
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種 類 会社等の名称 議決権等の
所有割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額 科 目 期末残高

子会社

株式会社
デジタルアイデ
ンティティ

100.0%
役員の兼任
経営指導
資金の借入

経営指導料等
収入(注１) 838,114 売掛金 31,428

資 金 の 借 入
(注２、３) 150,000 関係会社短

期借入金 700,000

支払利息 6,397

債務の被保証
(注４) 1,516,520 － －

株式会社
Orchestra 
Investment

100.0%
役員の兼任
経営指導
資金の援助

資 金 の 貸 付
(注２、３) 28,699 関係会社短

期貸付金 342,569

株式会社
Concerto 
Partners

100.0%
役員の兼任
経営指導
資金の援助

資 金 の 貸 付
(注２、３) － 関係会社短

期貸付金 94,000

株式会社
ワン・オー・
ワン

100.0% 役員の兼任
資金の援助

資 金 の 貸 付
(注２、３) 90,000 関係会社短

期貸付金 320,000

関連当事者との取引に関する注記
１．子会社及び関連会社等

(単位：千円)
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種 類 会社等の名称 議決権等の
所有割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額 科 目 期末残高

株式会社ぱむ 100.0%
役員の兼任
経営指導
資金の借入

資金の返済(注
２、３) 3,662 関係会社短

期借入金 254,500

株式会社
ヴェス 100.0%

役員の兼任
経営指導
資金の援助

経 営 指 導 料 等
収入(注１) 157,450 売掛金 23,929

資金の貸付(注
２、３) 1,400,000 関係会社短

期貸付金 1,400,000

受取利息 16,272

債 務 の 被 保 証
(注４) 831,520 － －

株式会社日本
技研プロフェ
ッショナルア
ーキテクト

100.0% 役員の兼任
経営指導
資金の借入

資金の借入(注
２、３) 150,000 関係会社短

期借入金 150,000

株式会社ケー
ウェイズ

100.0% 役員の兼任
経営指導
資金の借入

資金の借入(注
２、３) 200,000 関係会社短

期借入金 200,000

(単位：千円)

取引条件及び取引条件の決定方針等
(注) １. 経営指導料については、契約条件により決定しております。

２. 資金の貸付及び借入について、貸付及び借入利率は市場金利を勘案して決定しております。なお、
担保は受け入れておりません。

３. 資金の貸付、借入については、期中における増減額（純額）を記載しております。
４. 当社の金融機関からの借入金に対する債務の被保証であります。なお、保証料の支払は行っており

ません。
５. 子会社への貸倒懸念債権に対し、合計448,089千円の貸倒引当金を計上しております。また、当事

業年度において合計98,052千円の貸倒引当金繰入額を計上しております。

２．役員及び個人主要株主等
該当事項はありません。
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１株当たり純資産額 127円　26銭
１株当たり当期純損失 8円　97銭

収益認識に関する注記
　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報については、「重要な会計方針に係る事項に
関する注記 ４．重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

１株当たり情報に関する注記

重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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